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石綿健康管理手帳申請の手引き 
（令和 3 年４月改訂版） 

北海道労働局労働基準部健康課 

 １ 健康管理手帳制度とは 

 （１）制度の概要 

 がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のう

ち、一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際又

は離職後に居住地の厚生労働省都道府県労働局長に申請することに

より、健康管理手帳が交付されます。 

 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診

断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期（原則２月

と８月）に年２回（じん肺は 1 回）無料で受けることが出来ます。 

 なお、労災保険適用対象外事業場（旧国鉄、旧郵政、地方公共団体

等）において石綿業務に従事された方は、当該事業者等が健康診断の

実施、費用負担、健診項目、受診旅費の支払等について定めることと

なっております。 

 また、船員法適用の元船員の方（旧国鉄連絡船の元船員の方を除

く。）については、健康管理手帳のお問い合わせ先が国土交通省都道

府県運輸局となりますので、ご注意願います。 

（２）制度の説明 

   ① 交付対象者 

 健康管理手帳交付申請は、労働安全衛生法第 67 条に基づく申請

ですので、その交付対象者は労働安全衛生法の適用を受ける労働

者又は労働者であった者となります。 
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② 一定の業務 

 健康管理手帳は、労働安全衛生法施行令第 23 条に規定する 14

の業務に従事していた方が交付対象となっており、この業務の中

に石綿が掲げられており、「石綿（その重量の 0.1 パーセントを超

えて含有する製剤その他の物を含む。）の製造又は取扱いの業務

（直接業務）及びそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所にお

ける業務（周辺業務）」と規定されております。 

※「直接業務」の代表例としては、 

○ 石綿製品の製造工程における作業 

○ 石綿の吹付け作業 

○ 石綿が吹き付けられた建築物や石綿製品が被覆材又は建材

として用いられている建築物等の解体等の作業 

○ 石綿製品の切断等の加工作業 

※「周辺業務」の対象者とは、 

石綿の製造又は取扱い業務(直接業務)に伴い発生した石綿粉

じんによる健康障害を防止するため、関係者以外の立入禁止措

置を講じるよう規定された作業場内で石綿を取扱わない作業に

従事し、石綿の粉じんにばく露したおそれがある方が対象とな

ります。  

なお、当該作業に従事していた時に、石綿によるじん肺健康診

断を受診されていた方は、対象となります。 
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２ 交付要件について 

対象業務 交 付 要 件 

直接業務及

び周辺業務 

(1) 両肺野に石綿による不整形陰影があること。また

は、石綿による胸膜肥厚があること。 

直 接 業 務 

(2) 次の作業に 1 年以上従事していた方で、石綿粉じ

んに初めてばく露した日から 10 年以上経過して

いること。 

① 石綿の製造作業 

② 石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の

張付け、補修若しくは除去の作業 

③ 石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた

建築物、工作物等の解体、破砕等の作業 

(3) 上記(2)以外の石綿等を取り扱う作業に 10 年以

上従事していること。 

※  交付要件上記(2)、(3)両方の従事歴がある場合は、合算することが

できます。 

次式により合算し、合計が 120 か月以上あり、かつ、初めてばく露

した日から 10 年以上経過している場合には、手帳を受取ることがで

きます。 

（上記(2)の作業従事月数×10）＋（上記(3)の作業従事月数）≧120 か月 

＜例＞上記(2)の作業に 6 か月間従事し、上記(3)の作業に 6 年間

（72 か月）従事していた場合 

（６か月×10）＋6 年（72 か月）＝132 か月（11 年）≧120 か月 

３ 健康診断実施機関 

北海道労働局と契約した「石綿健康診断委託医療機関」で健康管理手
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帳による健康診断を無料で受診できます。 

なお、委託医療機関については、健康管理手帳交付時に改めてご案内

します。 

４ 申請に必要な書類 

（１）「健康管理手帳交付申請書」（様式第７号）（第 53 条関係）Ａ 

（２）「従事歴申告書（健康管理手帳交付申請書添付用）」（様式第１号）Ｂ 

（３）「従事歴証明書（事業者記載用）（石綿）」（様式第３号）Ｃ (以下「事業

者証明書」という。) 

 上記（２）記載の事業場が現存する場合は、必ず事業者の証明書が必要

となります。 

（４）上記（３）の証明が得られず、又は不十分な場合 

「従事歴申立書（本人記載用）（石綿）」（様式第５号）Ｄ (以下「本人申

立書」という。)を作成し、当該業務に従事していた当時の同僚２名以上か

ら「従事歴証明書（同僚記載用）（石綿）」（様式第７号）Ｅ (以下「同僚証

明書」という。)に証明を受け添付してください。 

  なお、同僚証明書が得られない場合は、次のいずれかの書類を提出してく

ださい。 

  ① 石綿障害予防規則に基づく石綿健康診断個人票の写し又は石綿健康

診断の本人への結果通知の写し 

  ② 社会保険の被保険者記録照会回答票 

  ③ 給与明細の写し 

  ④ 雇用保険に係る証明書 

  ⑤ その他本人申立書に記載された内容を裏付ける客観的な書類 

  （５）石綿による石綿肺（不整形陰影）又は石綿による胸膜肥厚がある方 

① 胸部エックス線写真及び胸部ＣＴ写真（電子媒体可） 

② 石綿による石綿肺（不整形陰影）又は石綿による胸膜肥厚の陰影があ
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る旨の記述等のある医師による診断書（同様の記載のある石綿健康診

断個人票又はじん肺健康診断結果証明書でも可） 

（６）じん肺管理区分が管理２以上の方 

じん肺管理区分決定通知書写し Ｆ 及び当該決定に関して都道府県労

働局長に提出したじん肺健康診断結果証明書 Ｇ 

以上、前記（１）から（６）までを以下＜表①＞から＜表③＞までに
まとめる。 

＜表①＞（●︓該当） 

必 要 書 類 
別添 
記号 

（※1） 
医学的 
所見 

「なし」 

（※1） 
医学的 
所見 

「あり」 

じん肺管理
区分が管理
２以上（管理
４を除く） 

健康管理手帳交付申請書 
（様式第７号） 

Ａ ● ● ● 

従事歴申告書（健康管理手帳交
付申請書添付用）（様式第１号） 

Ｂ ● ● ● 

（※2） 
従事歴証明書（事業者記載用）
（石綿）（様式第３号）  

Ｃ ● ● ● 

胸部エックス線写真 
及び胸部ＣＴ写真 

  ●  

石綿による石綿肺（不整形陰影）
又は石綿による胸膜肥厚の陰影
がある旨の記述等のある医師に
よる診断書（同様の記載のある
石綿健康診断個人票又はじん肺
健康診断結果証明書でも可） 

  ●  

じん肺管理区分決定通知書写し Ｆ   ● 

じん肺管理区分決定に関して都
道府県労働局長に提出したじん
肺健康診断結果証明書 

Ｇ   ● 
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（※1）「医学的所見」とは、両肺野に石綿による不整形陰影があること。

または、石綿による胸膜肥厚があること。 

（※2）「従事歴証明書（事業者記載用）（石綿）（様式第３号）Ｃ」は、

事業場が現存する場合は、原則必要ですが、事業者の証明が得ら

れない場合、又は（※3）不十分な場合は、表②に該当するもの

を添付すること。 

（※3）「不十分な場合」とは、例えば雇用期間のみを証明し、申請者が

当該業務に従事していたか否かについては証明されていない場

合等をいうこと。 

◆「従事歴証明書（事業者記載用）（石綿）（様式第３号）Ｃ」が得られ
ない場合、又は不十分な場合に必要な書類 

＜表②＞ 

必 要 書 類 
別添 

記号 

従事歴申立書（本人記載用）（石綿）（様式第５号） Ｄ 

同僚（※4）2 名以上による 

（※5）従事歴証明書（同僚記載用）（石綿）（様式第７号） 
Ｅ 

（※4）「同僚」とは、石綿取扱い業務に同時期に従事していたことを証

明できる者をいう。 

（※5）同僚 2 名以上による「従事歴証明書（同僚記載用）（石綿）（様

式第７号）」が得られない場合は、表③に該当するものを添付する

こと。 
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◆同僚 2 名以上による「従事歴証明書（同僚記載用）（石綿）（様式第７

号）」が得られない場合に必要な書類（次のいずれかの書類） 

＜表③＞ 

必 要 書 類 

次のいずれかの書類 

①  石綿障害予防規則に基づく石綿健康診断個人票の写し又は石綿

健康診断の本人への結果通知の写し 

② 社会保険の被保険者記録照会回答票 

③ 給与明細の写し 

④ 雇用保険に係る証明書 

⑤ その他本人申立書に記載された内容を裏付ける客観的な書類 

 

※ 事業者証明書（従事歴証明書）、本人申立書（従事歴申告書・従事歴

申立書）及び同僚証明書（従事歴証明書）については、証明する期間に

おいて勤務した事業場及び業務ごとに提出が必要です。 

 

※  従事歴を証する書類等については、交付要件の従事歴に相当する期

間のすべての期間について必要です。 
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５ 申請・照会先 

 

北海道労働局 労働基準部 健康課 

○対象者︓ 船員法適用の元船員の方を除く（旧国鉄青函連絡船の元

船員の方を含む。） 

〒060-8566 

 札幌市北区北 8 条西 2 丁目 1 番 1 号 札幌第 1 合同庁舎 9 階 

代表電話 011-709-2311（内線 3563） FAX 011-756-0056 

 

国土交通省北海道運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 

○対象者︓ 船員法適用の元船員の方（旧国鉄青函連絡船の元船員の

方を除く。） 

〒060-0042 

札幌市中央区大通西 10 丁目 札幌第 2 合同庁舎 

電話 011-290-2772 
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様式第７号（第 53 条関係） 

健 康 管 理 手 帳 交 付 申 請 書 

  

 

手 帳 の 種 類 

 

 

ベンジジン等、ベータ-ナフチルアミン、じん肺、クロム酸等、三酸

化砒
ひ

素、コールタール、ビス（クロロメチル）エーテル、ベリリウ

ム、ベンゾトリクロリド、塩化ビニル、石綿、ジアニシジン、1,2-

ジクロロプロパン、オルト-トルイジン 

 

 

（ ふ り が な ） 

氏     名 

  

性 別 

 

男 ・ 女  

 
生 年 月 日 

 

 
（ 明治・大正・昭和・平成 ）   年   月   日生 

 

 

住      所 

 

郵便番号         

 

     都 道 

     府 県 

 

          電話   (     )  

 

労働安全衛生法第６７条の規定により、健康管理手帳を交付されたく、関係書類を 

添えて申請します。 

 

      年   月   日 

 

 

                 申請者                  

 

北海道労働局長 殿 

 

備考 

    労働安全衛生規則第５３条第３項の書類を添付すること。 

 

 

 

Ａ 
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様式第 1 号 

従事歴申告書(健康管理手帳交付申請書添付用) 
ふりがな   性別 生年月日 

氏 名   男  女 年  月  日 

住 所 

〒   ― 

 

 

該当交付要件(石綿業務の申請に限る) 
 

右記の交付要件で該当すると思われるも

のに○を 1つ付けてください。 

(１．の c に○がある場合、胸部所見及び

従事歴の両方の審査を行い、交付・不交付

の決定通知をお送りします。） 

１．石綿を製造し、又は取り扱う業務 

(  ) a「胸部所見」 

(  ) b「従事歴」 

(  ) c「胸部所見」、「従事歴」の両方 

 

２．石綿を製造し、又は取り扱う業務の周辺業務 

(  ) 「胸部所見」 

職歴(申請している健康管理手帳に係る業務の職歴を記載してください。) 

従 事 期 間 事業場の名称と所在地 従事した業務 

自   年   月   日 
    

至   年   月   日 

自   年   月   日 
    

至   年   月   日 

自   年   月   日 
    

至   年   月   日 

自   年   月   日 
    

至   年   月   日 

自   年   月   日 
    

至   年   月   日 

自   年   月   日 
    

至   年   月   日 

自   年   月   日 
    

至   年   月   日 

自   年   月   日 
    

至   年   月   日 

上記のとおり相違ありません。 

令和   年   月   日 

 

申請者：                       

Ｂ 
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様式第 3 号 

従事歴証明書(事業者記載用)(石綿) 

ふりがな   

申請者氏名  

雇入年月日 年  月  日  離職年月日 年  月  日 

① 事業場の主な業務内容   

② 申請者の石綿に係る具体的な業務内容   

③ ②に記載された業務に該当する右記の

業務の種類に○を１つ付けてください。 

１ 石綿等を製造し、又は取り扱う業務 

(  ) 石綿等の製造作業 

(  ) 石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の

張付け、補修若しくは除去の作業 

(  ) 石綿等の吹付けの作業 

(  ) 石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解

体、破砕等の作業 

(  ) 上記以外の石綿等を取り扱う作業 

２ 石綿等を製造し、又は取り扱う業務の周辺業務 

(  ) 石綿を製造し、又は取り扱う作業場内における 

上記１以外の作業 

３ その他 

(  ) 上記１及び２以外の作業 

④ ②に記載された業務への従事期間 
 年   月～     年   月 

（   年   か月） 

⑤ ④に記載された従事期間における②に

記載された業務の頻度 
  

⑥ ④に記載された従事期間における石綿

健康診断の実施状況 
   有  ・  無  ・  不明 

⑦ ④に記載された従事期間における石綿

に係るじん肺健康診断の実施状況 
   有  ・  無  ・  不明 

⑧ 備考欄 

(貴事業場の名称が合併・分社化等により変更

され、申請者が②の業務に従事していた時期の

事業場の名称と異なる場合は、事業場の沿革等

を記載してください。) 

  

上記のとおり相違ありません。 

令和   年   月   日 

証明者（事業者）事業場の名称：                           

所在地：                           

代表者職氏名：                           

 

（注意）事業者が証明する業務内容が複数の場合には、業務毎に証明書を作成してください。 

Ｃ 
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様式第 5 号 

従事歴申立書(本人記載用)(石綿) 

① 事業場名   

② 事業場所在地   

③ ①に記載された事業場における申請者

の石綿に係る具体的な業務内容(詳細に記

載してください。) 

  

④ ①に記載された事業場における石綿健

康診断実施の有無 
   有  ・  無  ・  不明 

⑤ ③に記載された業務に該当する右記の

業務の種類に○を１つ付けてください。 

１ 石綿等を製造し、又は取り扱う業務 

(  ) 石綿等の製造作業 

(  ) 石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等

の張付け、補修若しくは除去の作業 

(  ) 石綿等の吹付けの作業 

(  ) 石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解

体、破砕等の作業 

(  ) 上記以外の石綿等を取り扱う作業 

２ 石綿等を製造し、又は取り扱う業務の周辺業務 

(  ) 石綿を製造し、又は取り扱う作業場内における 

上記１以外の作業 

３ その他 

(  ) 上記１及び２以外の作業 

⑥ ③に記載された業務への従事期間 
 年   月～     年   月 

（   年   か月） 

⑦ ⑥に記載された従事期間における③に

記載された業務の頻度 
  

⑧ ③に記載された業務への従事に関し

て、右記の書類がある場合には○を付けて

ください。(※右記の「3 健康診断結果」と

は石綿健康診断個人票若しくは石綿に係る

じん肺健康診断結果証明書又は本人への結

果通知を指す。) 

(  ) 1 事業者の証明書 

(  ) 2 同僚の証明書 

(  ) 3 健康診断結果(※) 

(  ) 4 社会保険の被保険者記録 

(  ) 5 給与明細 

(  ) 6 雇用保険に係る証明書 

(  ) 7 その他(               ) 

⑨ ⑧において 1 が得られない場合にはそ

の理由を記載してください。 
  

⑩ ⑧において 2 が得られない場合にはそ

の理由を記載してください。 
  

⑪ ⑧において 3～7 の書類が、⑥に記載さ

れた従事期間の一部について得られた場合

には、残りの期間について 3～7 の書類が得

られない理由を記載してください。 

  

上記のとおり相違ありません。 

 令和   年   月   日 

氏名：                       

（注意）事業場及び業務毎に申立書を作成してください。

Ｄ 
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様式第 7 号 

従事歴証明書(同僚記載用)(石綿) 

ふりがな   

申 請 者 氏 名  

申 請 者 と の 関 係   

① 申請者が石綿業務に従

事した事業場名、所在地、

主な業務内容等 

事業場名：                              

所 在 地：                              

上記事業場の存続の状況：( 存続 ・ 廃止 ・ 不明 ) 

事業場の主な業務内容：                        

                                   

② 申請者の石綿に係る具

体的な業務内容 
  

③ ②に記載された業務に

該当する右記の業務の種類

に○を１つ付けてくださ

い。 

１ 石綿等を製造し、又は取り扱う業務 

(  ) 石綿等の製造作業 

(  ) 石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若

しくは除去の作業 

(  ) 石綿等の吹付けの作業 

(  ) 石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業 

(  ) 上記以外の石綿等を取り扱う作業 

２ 石綿等を製造し、又は取り扱う業務の周辺業務 

(  ) 石綿を製造し、又は取り扱う作業場内における 

上記１以外の作業 

３ その他 

(  ) 上記１及び２以外の作業 

④ ②に記載された業務へ

の従事期間 

年   月～     年   月 

（   年   か月） 

⑤ ④に記載された従事期

間における②に記載された

業務の頻度 

  

⑥ 証明者(同僚)の石綿健

康管理手帳の所持の有無 
有    ・    無 

上記のとおり相違ありません。 

 令和   年   月   日 

証明者（同僚） 住 所：                      

氏 名：                      

 

（注意）同僚が証明する業務内容が複数の場合には、業務毎に証明書を作成してください。 

Ｅ 
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見本 Ｆ 
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